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医
療
法
に
基
づ
く
病
院
等
の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
医
療
法
に
基
づ
く
病
院
等
の
人
員
及
び
施
設
の
基
準
等
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
四
年
広
島
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
既
存
の
病
床
数
等
の
補
正
に
係
る
病
床
数
等
の
推
定
方
法
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
同
項
に
規
定
す
る
申
請
を
行
っ
た
病
院
又
は
診

療
所
に
お
け
る
実
績
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
と
機
能
及
び
性
格
を
同
じ
く
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
実

績
等
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
方
法
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
当
該
申
請
に
係
る
病
院
の
機
能
及
び
性
格
、
当
該
病

院
に
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
の
既
存
の
病
床
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
既
存
の
病
床
に
お
け
る

実
績
、
当
該
病
院
と
機
能
及
び
性
格
を
同
じ
く
す
る
病
院
の
実
績
等
を
考
慮
し
て
知
事
が
定
め
る
方
法
と

す
る
。 

（
診
療
所
の
専
属
薬
剤
師
の
設
置
基
準
に
係
る
勤
務
医
師
数
の
算
定
） 

第
四
条 

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
数
の
算
定
は
、
常
勤
換
算
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
病
院
の
従
業
者
の
員
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
入
院
患
者
数
等
の
算
定
） 

第
五
条 

条
例
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
算
定
方
法
は
、
前
年
度
の
平
均
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
病
院

を
新
規
に
開
設
し
、
又
は
再
開
す
る
場
合
は
、
知
事
が
推
定
し
た
数
と
す
る
。 

（
療
養
病
床
を
有
す
る
診
療
所
の
従
業
者
の
員
数
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
入
院
患
者
数
の
算
定
） 

第
六
条 

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
算
定
方
法
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
雑
則
） 

第
七
条 

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


